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住民生活部会・住民分科会の課題 
住民生活部会 住民分科会 

No. 課         題 
 
１ 

  
住民の本籍・居住関係の記録は、自治体の義務であると同時に、住民の福祉・医療・税務・義務教育など行政事務の 

基礎となる業務であり、常に、誤りのない管理が求められる。 

 
 
 
（1） 窓口サービスの利便性確保 

 
従来どおりに地域の窓口で異動手続きや諸証明の交付が得られることに加え、通勤、医療機関の利用や買物などの 

ついでに、必要な手続きができる体制により、市民の利便性が大きく向上する。 
 
 
 
（2）住民記録システムの正確性・迅速性の保持 

 
対象人口が１５万人を超える規模となり、膨大なデータの正確・迅速な事務処理に対応する。 
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                                          住民生活部会 生活分科会          

○分野ごとの課題 

Ｎo. 課   題 

１ ◎コミュニティ行政の推進について 
 ２１世紀における少子高齢社会において、地域課題及び地域住民のニーズが多岐多様に渡ることから、行政や民間事業所

の取り組みのみならず、これまで以上に住民自らが、自主的に住民ニーズに対応していく地域コミュニティ活動が重要であ

る。 
 
（１）公立公民館等の活動実態調査 
   合併にあたり、各町村の自治活動の現状や特性を踏まえて、現町村が過去に合併に至った旧町村単位毎にほぼ設置さ

れている公立公民館等が、具体的にどのような機能を果たしているか、社会教育活動以外の実態を把握する必要がある。 
 
（２）公立公民館等の役割を再検討 
   公立公民館等の合理的な運営方法を研究するとともに、当該施設が災害時等の防災拠点となり、広域的なネットワー

クを形成できるなど、極めて重要な機能を担う施設であることを、認識いただくことが大切である。そのためには、町

村各地域に配置された公立公民館等の役割を再検討する必要がある。 
 
（３）住民自治組織編成の検討 

   地域コミュニティ活動の母体となる住民自治組織について、世帯数の減少や高齢者世帯の増加等に伴い、地域コミュ

ニティ活動の低下や組織編成に問題点も見られることから、地域課題及び住民ニーズに対応できる組織編成について検

討を図る必要がある。 
 
 
 



3 

Ｎo. 課   題 

 
 
 
 
 
 
 
 

（４）住民自治組織への支援を検討 
   各住民自治組織において、地域コミュニティ活動運営費及び活動の拠点である公民館等施設の維持費等の経費が増大

している中で、行政からの適正な補助金等の交付についての検討が必要。 
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○分野ごとの課題                                                         住民生活部会 環境分科会 
№ 

課      題 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 

 
 
◎ 環境保全の取り組みは、地球的な規模での環境から、地域的な生活環境問題まで、市民の一人一人が関心を持ち、 
実践することが求められる。また、そのような活動ができる場を確保し、整備することが必要である。 

 
① 市民（住民）の環境認識 

    不法投棄や野焼きの問題など、環境に対する市民の認識の差は大きいものがあると思われる。 
環境問題への取り組みは、「関心のあるところから始めよう。」と言われるように、市民が関心のあるところから 
始めることである。 

 
② 日常的な廃棄物処理を通しての情報提供 

    市民が環境問題を考える場合、身近な廃棄物処理からが解りやすい。循環型社会への転換を図るため、これまで 
のライフスタイルを見直し、ごみ減量・リサイクルを促進するための情報を提供できるようにする。 

 
③ 環境ネットワークの組織化 

    環境に対する市民（住民）の関心は、大きな環境問題も発生していないことから薄いものと思われる。 
市民への意識啓発のためには、環境ＮＰＯ、市民ボランティア等による環境ネットワークの組織化を図り、活用 
することが必要である。 

 
 



5 

○ 分野ごとの課題 

住民生活部会 消防防災分科会 

№ 課          題 

１ ◎ 救急業務について 

  消防の行う救急業務が、地域救急医療の一環として定着し、住民の安心な生活を支えている中で、より救命率を上げるため

の救急組織体制と、装備器材の充実を一層推進する必要がある。 
 
１）迅速で質の高い救急活動の提供 

救急業務に対する要請は年々増加しており、救急車の適正利用の徹底や、計画的な高度救急資機材の整備、救急救命士の配

置などにより、傷病者の救命率向上を図る。 
２ ◎ 消防団について 

  消防団については、少子高齢化や過疎集落の出現などの社会現象が進展する中で、団員の確保が困難となる一方、地域によっては

団員自身の高齢化が課題となっている。それらを解決するための活性化対策など様々の方策が図られているが各市町村によって相違

がある。 
 
１）消防団組織体制の整備 

 ・団員数を市町村の人口割で見ると、鶴岡市の 1.4％に対し、各町村は 3.9％～4.7％と町村における団員の人口比が高くなっており、

住民負担が大きい。 
 ・団員の確保について、比較的スムーズに確保されている地域がある反面、過疎などにより確保が困難な地域がある。 

３ ◎ 防災行政無線システムの再構築について 
大規模災害時に被害を未然に防止し、災害に強いまちづくりを実現するためには、瞬時に対応する情報伝達網整備が必要だが、

現状はそれぞれの市町村が個々に対応しており、このままでは情報の対応に混乱が生じ、住民に大きな被害と不安を与えることが
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想定される。 
  このことから、統一した防災行政無線に再構築する必要が急務である。 
 
１）国による無線周波数の許可が、１自治体１周波数の原則への対応 
  鶴岡市、温海町、羽黒町、三川町、朝日村は、個々に同報系防災行政無線を運用している。櫛引町と、藤島町は同報系防災行政無

線は未設置となっている。 
  国は、１自治体１周波数を原則としていることから、将来的には１周波数に集約し、中央センターを設置し、各支所を統制するシ

ステムを構築する必要がある。 
 
２）統一した防災行政無線システムを再構築する財源対策 
  国の指導に基づき周波数を統一した防災行政無線システムに再構築する方針が定まった時点で、どのような方式であろうとも多額

の費用が必要となる。 
 
３）災害時の防災行政無線システムの運用 
 同報系防災行政無線システムを整備している羽黒町、三川町、朝日村、温海町においては、夜間、休日等に多くの災害情報を当該

消防分署が、防災行政無線システムを遠隔操作し住民等に緊急伝達している。このため、遠隔操作する消防分署においては消防隊の

災害出動の遅れが懸念される。 
 




